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計画の期間とローリング・スケジュールについて 

 

・第四期環境基本計画の策定年度である平成 26 年度は、第五期長期計画調整計画の策定開始年

度である。本計画は、調整計画との整合を図るため、平成 28 年度を初年度として、第六期長

期計画の初年度である平成 32年度を最終年度とする５か年の期間を計画期間とする。 

・第四期環境基本計画以降の本計画のローリングについても、長期計画との整合を図るため、下記の

とおり、長期計画策定１年目で基本計画を改定する４年ローリングを基本とする。 
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＜ 参考：その他の個別計画（環境関連）＞ 
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  ＊次期計画の計画期間が未定の場合は、現行計画の期間を準用している。 

 
第五期長期計画 

 
調整計画 

 
第六期長期計画 

 
第三期環境基本計画 

 
第四期環境基本計画 

 
策定 

 
調整計画 

 

 

第七期長期計画 

 
第六期環境基本計画 

 

 

第七期環境基 
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第五期環境基本計画 策定 

 

策定 
 

策定 
 

   
第二次緑の基本計画（平成 20～29年度）

度） 
 

第三次緑の基本計画（平成 30～40年度） 

 
 

 
第四次市民交通計画（平成 33～42年度） 

 
新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設基本計画（～平成 31年度） 

 

 
下水道総合計画 2014（～平成 45年度） 

 
第三次市民交通計画（平成 23～32年度） 

 

 
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（平成 27～36年度） 

 
 

 
 


